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お
知
ら
せ

ス
マ
ホ
操
作
な
ど
の
疑
問
を
相
談 

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ホ
の
便
利
な

活
用
方
法
や
操
作
の
疑
問
点
な
ど
に
つ
い

て
身
近
な
場
所
で
相
談
で
き
る
デ
ジ
タ
ル

よ
ろ
ず
相
談
所
を
開
設
。
市
民
有
志
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ま
え
ば
し
デ
ジ
タ
ル
サ

ポ
ー
タ
ー
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
地
図
ナ
ビ
ゲ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
各
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
使

い
方
や
写
真
撮
影
方
法
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
な
ど
を
教
え
ま
す
。
事
前
申
し
込

み
は
不
要
。
サ
ポ
ー
タ
ー
の
募
集
も
随
時

受
付
中
で
す
。 

時
・
場
左
上
表
の
と
お
り 

問
教
育
支
援
協
会
北
関
東 

☎
０
２
７
‐
２
２
６
‐
６
７
３
１

在
宅
介
護
者
に
慰
労
金
支
給

　

介
護
保
険
の
要
介
護
４
・
５
の
高
齢
者

を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
に
、
年
額
８

万
円
の
慰
労
金
を
支
給
。
過
去
に
慰
労
金

の
支
給
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
申
請
日
の

翌
日
か
ら
１
年
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月

の
初
日
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。
結
果
通
知

は
四
半
期
ご
と
に
送
付
。
来
年
２
月
末
ま

で
の
申
請
は
３
月
中
旬
に
通
知
し
ま
す
。

申
請
書
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
郵
送
も
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
次
の
全
て
の
条
件
を
満
た
す
高
齢
者
を

主
と
し
て
介
護
し
て
い
る
人
。
❶
本
市
在

住
で
、
申
請
日
時
点
で
65
歳
以
上
❷
在
宅

で
６
カ
月
以
上
、
要
介
護
４
・
５
の
状
態

が
継
続
❸
申
請
月
の
前
６
カ
月
間
で
利
用

し
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（
短
期
入
所
）
や

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
宿
泊
の
日

数
の
合
計
が
７
日
を
超
え
な
い
❹
申
請
月

の
前
６
カ
月
間
で
の
入
院
・
入
所
期
間
が

10
日
を
超
え
な
い
❺
申
請
時
に
入
院
中
か

入
所
中
で
な
い

申
郵
送
で
。
申
請
書
に
記
入
し
、
通
帳
の

写
し
を
添
え
て
長
寿
包
括
ケ
ア
課
（
☎
０

２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
３
４
）
へ

総
合
福
祉
会
館
の
抽
選
予
約
受
付 

　

来
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
の
総
合
福
祉

会
館
と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

施
設
利
用
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。
利
用

者
は
抽
選
で
決
定
。
申
し
込
み
方
法
な
ど

詳
し
く
は
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

問
同
館 

☎
０
２
７
‐
２
３
７
‐
０
１
０
１

旧
前
東
商
高
各
施
設
の
利
用
受
付

　

来
年
４
月
以
降
の
利
用
調
整
会
議
を
実

施
。
大
会
で
の
利
用
者
は
１
月
11
日
㈯
ま

で
に
大
野
工
業
大
胡
総
合
運
動
公
園
へ
事

前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

時
１
月
18
日
㈯
〈
卓
球
・
軽
ス
ポ
ー
ツ
室
〉

10
時
〈
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
〉

11
時
〈
体
育
館
〉
13
時
30
分

場
大
野
工
業
大
胡
総
合
運
動
公
園
弓
道
場

対
市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
す
る
人
が

過
半
数
を
占
め
る
10
人
以
上
の
団
体

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
同
場

☎
０
２
７
‐
２
３
０
‐
４
０
５
５

都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧

　

前
橋
都
市
計
画
第
一
種
市
街
地
再
開
発

事
業
な
ど
の
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

変
更
内
容
＝
❶
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事

業
の
変
更
（
Ｊ
Ｒ
新
前
橋
駅
東
口
地
区
の

決
定
）
❷
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
変

更
（
Ｊ
Ｒ
新
前
橋
駅
東
口
地
区
の
決
定
）

❸
都
市
高
速
鉄
道
の
変
更
（
日
本
国
有
鉄

道
両
毛
線
の
変
更
）

時
12
月
10
日
㈫
〜
24
日
㈫
（
土
日
曜
を
除

く
）
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

縦
覧
場
所
＝
❶
❷
は
市
役
所
都
市
計
画
課

❸
は
同
課
、
県
庁
都
市
計
画
課
、
県
合
同

庁
舎
前
橋
土
木
事
務
所
（
上
細
井
町
）

意
見
書
の
提
出
＝
計
画
に
意
見
の
あ
る
人

は
12
月
24
日
㈫
（
必
着
）
ま
で
に
、住
所
・

氏
名
・
利
害
関
係
・
意
見
の
要
旨
を
記
入

し
、
縦
覧
場
所
へ
直
接
。
ま
た
は
❶
❷
は

市
役
所
都
市
計
画
課
❸
は
〒
３
７
１
‐
８

５
７
０
大
手
町
一
丁
目
1
‐
1
・
県
庁
都

市
計
画
課
へ
郵
送
で
。様
式
は
問
い
ま
せ
ん

問
市
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
４

里
親
制
度
の
説
明
会
・
相
談
会

　

里
親
に
な
っ
て
こ
ど
も
を
養
育
し
た
い

と
考
え
て
い
る
人
や
、
里
親
に
興
味
が
あ

り
協
力
し
た
い
人
な
ど
を
対
象
に
相
談
会

を
開
催
。
里
親
制
度
の
説
明
や
個
別
相
談

を
実
施
し
ま
す
。

時
１
月
30
日
㈭
13
時
〜
16
時

場
保
健
セ
ン
タ
ー
１
階
う
さ
ぎ
の
部
屋

申
中
央
児
童
相
談
所
（
☎
０
２
７
‐
２
２

６
‐
５
６
６
１
）
か
こ
ど
も
支
援
課
（
☎

０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
２
）
へ

教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

時
12
月
16
日
㈪
14
時
30
分

場
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
63
会
議
室

対
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
14
時
〜
14
時
20
分
に
会
場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

総
合
教
育
会
議
の
傍
聴

時
12
月
10
日
㈫
15
時

場
議
会
庁
舎
６
階
第
２
委
員
会
室

対
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
14
時
35
分
〜
55
分
に
会
場
へ
直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

労
災
職
業
病
の
無
料
健
康
相
談
会

　

じ
ん
肺
や
ア
ス
ベ
ス
ト
疾
患
、
振
動
障

害
、
騒
音
性
難
聴
な
ど
仕
事
が
原
因
の
病

気
は
労
災
保
険
が
適
用
さ
れ
、
休
業
補
償

や
治
療
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
離
職
し
た

人
や
事
業
所
が
廃
業
し
て
い
る
場
合
で
も

申
請
で
き
ま
す
。

時
１
月
19
日
㈰
10
時
〜
12
時・13
時
〜
15
時

場
総
合
福
祉
会
館

対
建
設
業
、
製
造
業
、
造
船
業
な
ど
で
働

い
て
い
た
人
と
そ
の
家
族

問
全
日
本
建
設
交
運
一
般
労

働
組
合
群
馬
県
本
部

☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
０
０
０
７

医
療
従
事
者
と
調
理
師
は
提
出
を

　

本
年
は
医
療
関
係
従
事
者
な
ど
の
統
計

調
査
の
実
施
年
。
対
象
者
は
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

時
１
月
15
日
㈬
ま
で

対
12
月
31
日
㈫
現
在
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
。
❶
市
内
に
住
所
が
あ
り
日

本
の
医
籍
、
歯
科
医
籍
、
薬
剤
師
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
❷
市
内
で
業
務
に
従
事

し
て
い
る
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師

❸
市
内
で
調
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
調

理
師

届
出
書
の
提
出
＝
❶
❷
は
厚
生

労
働
省
医
療
従
事
者
届
出
シ
ス

テ
ム
❸
は
１
月
１
日
㈬
か
ら
電

子
申
請
で

問
保
健
総
務
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
９
２

危
険
物
取
扱
者
試
験

時
２
月
22
日
㈯

場
県
公
社
ビ
ル
（
大
渡
町
一
丁
目
）
ほ
か

￥
〈
甲
種
〉
７
，２
０
０
円
〈
乙
種
〉
５
，

３
０
０
円
〈
丙
種
〉
４
，
２
０
０
円

申
込
書
・
試
験
案
内
の
配
布
＝
各
消
防

署
・
分
署
で

申
12
月
12
日
㈭
〜
23
日
㈪
に
郵
送
で
。
申

込
書
に
記
入
し
、
〒
３
７
１
‐
０
８
５
４

大
渡
町
一
丁
目
10
‐
７
・
消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
群
馬
県
支
部
へ
。
ま

た
は
二
次
元
コ
ー
ド
の
申
し
込

み
フ
ォ
ー
ム
で

問
消
防
局
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
９

デジタルよろず相談所開設日

場所 日時

南橘市民サービスセンター 12月10日㈫・17日㈫

10時～12時

東市民サービスセンター 12月11日㈬・18日㈬

中央公民館 12月12日㈭・19日㈭

富士見公民館 12月13日㈮・20日㈮

永明市民サービスセンター 12月14日㈯・21日㈯

未来への道を開く
高校進学希望者に奨学金貸与
問 学務管理課
☎027-898-5812
　高校などへの進学を希望する、経済的
に就学が困難な中学生に奨学金を貸与し
ます。
貸与期間＝４月から卒業までの最短修業
年限
対 次の全てを満たす市内在住の中学生、
若干人（選考）。❶品行方正、身体健全、
学業優秀❷高校（高専）・専修学校の高等
課程に進学を希望❸経済的な理由で就学
が困難❹他に奨学金の貸与・給付を受け
ていない
貸与月額＝〈国公立〉1万2,000円〈私立〉
1万8,000円
返還方法＝卒業後６カ月～10年間で年４
期に分けて返還（無利子で一括・繰り上
げ返還可。大学・短大など上級学校へ進
学した場合は、在学期間
中の返還延期あり） 
申 12月20日㈮までに在
学する中学校へ直接




